
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 5年度  事 業 報 告 書

1=塑E宣型二襲型 _ゝ_壺坐菫堕 :室上上三二壺笙登

1 事業の成果
前年度に引き続きクリニック設置運営事業では外来診療および、難病患者や障害をもつ患者、外来通

院が困難となった患者に対しての訪問診療を行う。難病患者やその他家族
への聞き取り調査や相談受付、

また希少難病に関わる啓蒙活動にも注力する。忠者との交流事業としては、難病・障害に苦しむ方々
への

心の癒すための生け花や季節を感じる事ができる贈り物をする活動、そして地域高齢者の見守り活動を

実施する。今年からは障害者と子供が繋がる場である
「未来をつなぐ福祉体験型スタンプラリー」イベン

トヘの協賛とボランティア協力も行い、さらに地域福祉への貢献を意識した活動を行っていく。以上の

取り組みにより、当法人の活動について一般市民から多くの理解を得ることができた。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非常利活動に係る事業 (事業費の総費用 【85,036】 千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事
ヨ`ロ́
人数

受益
対象者
範囲

~受
益
対象者
人数

事業費
(千円)

希少難病患者
情報提供事業

=華
1■

援
力|]

演や対
活動、
面による難病支
難病学会への参 随時

法人事務

所及び区

の公民館

等

15 全域
不特定
多数

300

交流事業

贈り物を通じて患者との
交流を行う活動。相談・カ
ウンセリングの実施。

月 1回

患者の自

宅や施設
15

東京 23区、

千葉県船橋

市、市川市

等

不特定
多数

700

地域 高齢者の見守 り活
動。社会福祉協議会「なご
みの家」のボランティア
活動に参加。

,I戸り|||え

内
2 江戸川区 不特定 500

障害者支援
未来をつなぐ福祉体験型
スタンプラリー

年 1回
春江小学

校
2 江戸川区 不特定 200

クリニック設
置運営事業

外来診療及び、難病患者
や通院困難 となった患者
さんを対象とした訪問診
療の実施、運営

週 5日

江戸川区

南 小 岩

8-6-2-

101

15 東京 23区
500名
前後

83,336



(2)その他の事業 (事業費の総費用 【   0 】千円)
定秋 に

され
載記
た
名事業

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

令和 5年度は実施 しなかった。



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和5年度 活動計算書 (その他事業が生登場合)
(自  2023年 4月 1日 ～至 2024年 3月 31日 )

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人希少難病ネットつながる

二会員受取会費
賛助会員受取会費

附

受取寄附金
施設等受人評価益

受取補助金

132.331,824医業収益

162

000

5 そ の の

受取利自

給料手当
退職給付費川
求人費
法定福利費

47,968,451
0

1,593.579
4,070,392
959

88

(2
旅費交通費

医業原価
通信費
地代家賃
支払手数料
宣伝広告費
会議費
消耗品費

131,210
233,937
3,896,646

人件

人

水道光熱費
接待交際費
修繕費
減価償却費
管理委託料
保険料
賃借料
租税公課
支払利息
研修費
諸会費

425,134
1,750,987
80.426

570,528
0

244,770
4,745,051
625.874
86,008
0

18.000

2 の

692

B

A

過年度損益修正益
固

災害損失

D

D

17
法人税 民

正

用■日|‐■■■■口鵬 ■F郵■■■

日E頭晰ヨ用■■ 田 E■ 日 ■ G層 ■|



書式第 15号 (法第 28条関係)

令和5年度 貸借対照表
(令和6年 3月 31日  現在)

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 希少難病ネットつながる

現金預金

窓口未収入金

保険未収入金

医業未収入金

診療材料

35,481,403
2,421,479
25,411,601
79,871

370,523

63 764 87

建物付属設備

57

777 335
1,051,722

2

2,9その

2

3 の

2,345,300
581,001

敷金

権利金

68,520.235【A】 資 産 合 計 ①+②

の

18, 1

有ヽ

18 081 462
8 506 900

短期借入金

未払金

予貞りると

5,280,000
2,699,818
1,594,744

5,745,000長期借入金

2

5 745

+ 23

B―

止

正 産

期月
20 867 311
23,826,462

-2

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 68,520,235【B】

l・■■■■■■■口,1ヨ■F導 :目■■■



16 法 28

令和5年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 希少難病ネットつながる~  ~~ ~  ~ 2024`甲
3二月31日〕吉7王

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正
によっています。
(|)棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

NPO法人会計基準協議会)

(2)固 定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び什器備品の減価償却は定率法によっています。

(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳
(単位 :円 )

3. イ吉入金の増減内訳
立 :円 )

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引ほ以下の通りです。

(単位 :円 )

科 目

計算書類に

計上された
金額

内、役員 と
の取引

内、近親者
及び支配法

人との取引

て活動計算書)
給与

受取寄付金

法定福利費

厚生費

管理委託費
活動計算書計

(貸借対照表 )
短期借入金

貸借対照表計

47,968,451
0

4,070,392
959,460

0

29,280,000

0

2,585,148
358,285

0

4,9

0

0

0

00

0

52,998,303 32,223,433 4,900

5,280,000 5,280,000

5,280,000 5,280,000

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために

必要な事項

事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、福利厚生費及び旅費交通費

については従事割合に基づき按分 しています。

科 目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

建物付属設備

器具備品

投資その他の資産

敷金

合計

2,111,968

1,265,000

1,166,400

0

0

l178900

2,111,968

1,265,000

2,345,300

1.060.2461

487:τ認
1,051,722

777,335

2,345,300

4,543,368 5,722,268 l,547,911 4,174,357

期末残高当期借入 当期返済期首残高科 日

280,000 5,280,0005,000,000短期借入金
□画亜國□ 圧Ю ∝D7,395,000長期借入金

1,650,000 ll,025,00012,395,000 280,000合計

■□画コ四■囲彊コ四



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和5年度 財産目録
(2024年 3月 31日 現在 )

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 希少難病ネットつながる

35,481,403

27,912,951

370,523
370,523

63 764 877

161,405
35,286,022
33,976

2,421,479
25,411.601
79.871

現全
菫撃理
拿銀行普通預金元弯増
:省

豪行
未収金
窓日米収入金

保険未収入金

医業未収入金

棚卸資産
診療材料

建物付属設備

方丙装工事ソうニッフ|.
器具備品

1,829,057
(1 形

777 335システム

1,051.722

2)

敷金
~百川区南小

肯書査7■4ご「
II、 |`」 ′_

権利企
…1 .Iし令

Ⅲ
  I■
十Tl

2.926,

2,345,300

581,001

3 そ

581,001

1,166,400
1,178,900

A

2

68.520,235
【A】 資 産 合 計 ①+②

2,699,818

5,280,000

5,280,000

1,594,744

8,506,900

41

223,216
2.017,319
459,283

1.583,744.
11,000

200
700

米払金
薬品購入代
医療経費
その他

短期借入金
事業主借入金

預り金
給与源泉所得税

住民税

米払法::人税等

法人税 7,092,

-1

5,715,000
5,745,000

2

長期借入金
日本政策金融公庫

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 23.826,462

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ―【B-1】 44.693,773

■■日||■ロヨ|■■.1            ヨ■|

―

t鋼巨】■」

週



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和5年度年間役員名簿 (前事来年よにおいて,員 であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年底における報日の有無を記載した名

")

特定非営利活動法人 希少 ネ ッ トつなが る

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

氏   名

前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該 当者のみに記入)

1
理 事 監事

アサタ
ヾ
 タイラ

浅田 泰良

令和5年 4月 1日

令和6年 3月 31日

年

年

月

月

曰

曰

2
監 事理 事

コ
゛
トウ ヨウスク

後藤 陽介

令和5年 4月 1日

令和6年 3月 31口

年   月 曰

口年   月

3 監 事理 事

カサモ ンュウヘイ

笠茂 修平

令和5年 4月 1日

令和6年 3月 31日

令和 年 月 日

令和 イ11 月 日

4
理事・

カミオ テルアキ

神尾 昭央

令和5年 4月 1日

令和6年 3月 31日

年   月    日

年   月    日

5 理事・監事

令和 年 月 日

日令和 年 月

令和 年 月 日

日令和 年 月

6 理事・監事

令和 年 月 日

令和 年 月 日

年  月  日

年  月  日

7 理事・監事

令和 年 月 日

日令和 年 月

年   月   日

年   月    日

8 理事・監事

午 月

月

日

日年

午 月

月

曰

曰年

9 理事・監事

年   月 日

曰年 月

年   月 日

日年   月

10 理事・監事

年  月  口

年   月  日

年   月 口

日年   月



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )
設立・事業報告用

令和5年度 社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 希少難病ネットつながる

氏   名

1
田 泰良

2
後藤 陽介

3 笠茂 修平

4
浅田 文子

5
浅田 博昭

6
浅田 和花

7
清水 直子

8 清水 友莉子

9 片野 美菓子

10
神尾 昭央

11

12




